
○神石高原町時間外保育事業実施要綱 

平成２２年３月３０日 

告示第５５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、神石高原町保育所条例施行規則（平成１６年神石高原町

規則第５４号）第８条に規定する保育時間を超えて保育（以下「時間外保育」

という。）することについて必要な基本的事項を定めるものとする。 

（対象児童） 

第２条 時間外保育は、保護者の勤務時間及び通勤時間等を考慮し、町長が時

間外保育を要すると認めた児童（以下「対象児童」という。）を対象に実施

するものとする。 

（開設時間） 

第３条 時間外保育を実施する保育所の開設時間は、午前７時３０分から午後

６時３０分までとする。ただし、地域性あるいは保護者の実態等を考慮し、

開設時間を変更できるものとする。 

（実施保育所） 

第４条 時間外保育は、地域性あるいは保護者の実態等を考慮し、町長が認め

た保育所において実施するものとする。 

（利用申込） 

第５条 対象児童の保護者が時間外保育を利用しようとするときは、時間外保

育利用申込書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（利用の承諾） 

第６条 町長は、前条の規定による利用申込みを受けた場合において、これを

承諾あるいは不承諾としたときは、時間外保育承諾・不承諾通知書（様式第

２号）により、それぞれの旨を保護者に通知しなければならない。 

（保育内容等） 

第７条 時間外保育に係る保育内容は、児童の保護を主体とする。 

２ 対象児童には、午後６時ごろ間食を支給するものとする。 

（実費徴収） 

第８条 時間外保育に係る実費徴収は、つぎのとおりとし、対象児童の間食代

等に充当するのものとする。 

曜日 時間 金額 

月曜日から金曜日 午後６時から午後６時３０分まで １回 １００円 

土曜日 午後０時３０分から午後６時まで １回 １００円 

午後６時から午後６時３０分まで １回 １００円 



（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

 


